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本
年
も
、
今
後
の
地
球
温
暖
化
対
策
に
取
り
組
む
『
遠
賀
町
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
ビ

ジ
ョ
ン
』
の
着
実
な
実
行
を
図
る
と
と
も
に
、
小
中
学
校
校
舎
の
耐
震
事
業
な
ど
、

安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
の
施
策
を
展
開
し
て
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
、
子
育
て

支
援
を
推
進
す
る
た
め
、「
遠
賀
町
ふ
れ
あ
い
の
里
」
の
改
修
や
生
涯
学
習
の
拠
点

と
位
置
づ
け
て
い
る
「
遠
賀
町
中
央
公
民
館
」
の
大
規
模
改
修
工
事
を
行
い
、
利

用
者
に
優
し
い
施
設
づ
く
り
に
努
め
ま
す
。
さ
ら
に
、
産
業
の
振
興
と
し
て
、
新

し
い
農
業
政
策
の
的
確
な
移
行
を
図
る
と
と
も
に
、
商
工
業
の
振
興
を
図
る
『
遠

賀
町
産
業
立
地
ビ
ジ
ョ
ン
』
や
現
在
策
定
し
て
い
る
『
遠
賀
川
駅
前
及
び
松
の
本
・

今
古
賀
商
店
街
振
興
計
画
』
に
基
づ
き
、
活
力
と
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

今
後
も
遠
賀
町
の
発
展
の
た
め
、
皆
様
の
ご
協
力
と
ご
理
解
を
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
、
新
年
の
ご
挨あ

い

拶さ
つ

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

平
成
22
年
１
月
吉
日

　

遠
賀
町
長

木　

村　

隆　

治
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所 
得 

税 

の 

還 

付 

申 

告

　
　

書
類

　

⑤
印
鑑（
認
印
可
）

　

⑥
還
付
金
振
込
用
の
金
融
機
関
名
・

　
　

支
店
名
・
口
座
番
号（
申
告
者
本
人

　
　

名
義
の
も
の
）

◆
雑
損
控
除
の
要
件

　

①
生
活
に
通
常
必
要
な
資
産（
住
宅
・

　
　

家
財
な
ど
）の
損
失

　

②
損
失
の
金
額
が
総
所
得
額
の
10
％

　
　

以
上（
災
害
関
連
支
出
は
５
万
円

　
　

以
上
）

■
中
途
退
職
し
て
年
末
調
整
を
受
け
て  

　

い
な
い
人
は

精
算
が
必
要

　

平
成
21
年
中
に
中
途
退
職
な
ど
で
、

年
末
調
整
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
必

要
で
す
。
精
算
す
る
こ
と
で
、
給
与
か

ら
引
か
れ
て
い
た
所
得
税
が
戻
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

◆
必
要
な
も
の

　

①
平
成
21
年
分
の
源
泉
徴
収
票

　

②
社
会
保
険
料
・
国
民
年
金
保
険
料
・

　
　

生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
な
ど

　
　

の
控
除
証
明
書

　

③
印
鑑（
認
印
可
）

　

④
還
付
金
振
込
用
の
金
融
機
関
名
・

　
　

支
店
名
・
口
座
番
号（
申
告
者
本
人

　
　

名
義
の
も
の
）

確
定
申
告
は
、
２
月
16
日（
火
）か
ら
始
ま
り
ま
す
。
日
程
な
ど
は
、

「
広
報
お
ん
が
１
月
25
日
号
」
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

課
税
係　

☎
０
９
３（
２
９
３
）１
２
３
４

■
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
人
は

医
療
費
控
除

　

病
気
や
け
が
な
ど
で
多
額
の
医
療
費

を
支
払
っ
た
場
合
に
行
え
ま
す
。

　

た
だ
し
、
美
容
整
形
や
健
康
診
断
、

予
防
接
種
の
費
用
、
疾
病
予
防
や
健
康

増
進
の
た
め
の
医
薬
品
や
健
康
食
品
の

購
入
費
用
な
ど
は
除
き
ま
す
。

◆
必
要
な
も
の

　

①
平
成
21
年
分
の
源
泉
徴
収
票

　

②
支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書（
平

　
　

成
21
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日

　
　

ま
で
の
領
収
日
付
の
あ
る
も
の
）

※
お
む
つ
代（
寝
た
き
り
の
た
め
）
は
、

　

要
介
護
の
認
定
が
必
要
な
た
め
、
役

　

場
福
祉
課
高
齢
・
障
害
者
係
が
発
行

　

し
た
証
明
書
ま
た
は
、
医
師
の
「
お

　

む
つ
使
用
証
明
書
」
が
必
要
で
す
。

※
支
払
っ
た
医
療
費
の
明
細
な
ど
を
内

　

訳
書
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。（
内
訳

　

書
は
、
役
場
税
務
課
に
準
備
）

■
災
害
な
ど
で
損
失
を
受
け
た
人
は

雑
損
控
除

　

風
水
害
・
火
災
・
震
災
・
落
雷
な
ど

の
自
然
災
害
や
盗
難
ま
た
は
横
領
な
ど

で
損
失
を
受
け
た
場
合
に
行
え
ま
す
。

◆
必
要
な
も
の

　

①
平
成
21
年
分
の
源
泉
徴
収
票

　

②
損
害
を
受
け
た
こ
と
が
わ
か
る
書

　
　
類
の
写
し（
り
災
届
、盗
難
届
な
ど
）

　

③
損
失
額
の
明
細
書
と
領
収
書

　

④
損
失
額
を
保
険
な
ど
で
補
て
ん
し

　
　

た
場
合
は
、
金
額
が
確
認
で
き
る

所得税還付申告センターを開設
　還付申告は、２月16日（火）から始まる確定申告でも行えますが、その
時期は大変混雑します。還付申告は「所得税還付申告センター」を利用
しましょう。源泉徴収された所得税が戻る場合があります。
●と　き　１月25日（月）～29日（金）午前９時30分～午後３時30分（29日は午後２時まで）
※ 27日は遠賀コミュニティーセンターの休館日ですが、申告センターは開設します。
●ところ　遠賀コミュニティーセンター
●対　象　
▽多額の医療費を支払った人　　　　　　　▽災害などで損失を受けた人
▽中途退職して年末調整を受けていない人　▽マイホームをローンで取得した人
▽住宅のバリアフリー・省エネ改修工事をした人
【次の人は、受け付けできません】
▽事業を営む人　　　　▽生命保険などの営業職員
▽不動産所得がある人　▽不動産・株式などの譲渡所得がある人
▽原稿料などの収入がある人
●問い合わせ　若松税務署　☎０９３（７６１）２５３６

医療費控除の概要
【対　象】
概
おおむ

ね 10 万円以上の医療費を支払った人
【控除額の算出方法】

医療費控除額＝Ａ－Ｂ－Ｃ
Ａ：その年中に支払った医療費
Ｂ：保険などで補てんされた金額
Ｃ：10 万円または所得額の５％のどちらか少ない金額
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等
特
別
控
除

　

平
成
19
年
４
月
１

日
以
降
に
住
宅
ロ
ー

ン
な
ど
を
利
用
し

て
、バ
リ
ア
フ
リ
ー
・

省
エ
ネ
改
修
工
事

（
補
助
金
を
除
い
た
工
事
費
用
が
、
30
万

円
を
超
え
る
も
の
に
限
る
）
を
含
む
増

改
築
な
ど
の
工
事
を
行
い
、
そ
の
住
宅

に
住
ん
で
い
る
場
合
に
行
え
ま
す
。
左

記
の
要
件
に
当
て
は
ま
る
と
、「
特
定

増
改
築
等
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
」

を
５
年
間
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

す
で
に
、「
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
」
を
受
け
て
い
る
人
は
、
こ
の
「
特

住宅借入金等特別控除の要件住宅借入金等特別控除の要件
　入居年月日が、平成20年12月31日以前の場合や認定長期
優良住宅の場合は、控除額の計算方法や控除を受けるため
の要件が異なりますので、問い合わせてください。また、
入居した年とその年の前後２年以内に譲渡所得の課税の特
例（３，０００万円の特別控除、買い換えや交換の特例など）
を受けた場合は、この控除を受けることはできません。

【新築購入の場合】
①住宅取得後６か月以内に入居し、引き続き住んでいる
②住宅の床面積（登記面積）が 50㎡以上
③床面積の２分の１以上が申告者本人の居住用
④控除を受ける年の総所得額が３，０００万円以下
⑤民間の金融機関や住宅金融支援機構などの住宅ローンを
　利用し、ローンの返済期間が 10 年以上

【中古住宅購入の場合】（①～⑤に加えて）
⑥取得家屋が建築後 20 年以内（耐火建築物については 25 年
　以内）で、建築後使用されたことがある
※地震に対する安全上必要な構造に関する技術的基準、ま
　たはこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅は、建
　築後の経過年数にかかわらず、対象になります。

【増改築の場合】（①～⑤に加えて）
⑦次のいずれかを満たし、工事費用が１００万円を超えて
　いるもの
▽増築、改築、大規模の修繕・模様替えの工事
▽地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕ま
　たは模様替えで一定の証明がされている
※一定の証明とは、建築士や登録住宅性能評価機関、もし
　くは指定確認検査機関が発行した証明書のことです。
⑧自分の居住用部分の工事費用が総額の２分の１以上

■
マ
イ
ホ
ー
ム
を
ロ
ー
ン
で
取
得
し
た

　

人
は

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

　

マ
イ
ホ
ー
ム
を
新
築
購
入（
中
古
住

宅
含
む
）、
増
改
築
な
ど
し
た
場
合
に

行
え
ま
す
。
左
記
の
要
件
に
当
て
は
ま

る
と
、「
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
」

を
10
年
間
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

給
与
所
得
の
み
の
人
は
、
１
年
目
に
確

定
申
告
す
れ
ば
、
２
年
目
か
ら
は
年
末

調
整
で
の
手
続
き
に
な
り
ま
す
。

●
必
要
な
も
の

【
新
築
購
入
の
場
合
】

　

①
平
成
21
年
分
の
源
泉
徴
収
票

　

②
平
成
21
年
１
月
１
日
以
降
に
発
行

　
　

し
た
世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写
し

　

③
住
宅
取
得
借
入
金
の
年
末
残
高
等

　
　

証
明
書（
金
融
機
関
で
発
行
）

　

④
家
屋
の
登
記
事
項
証
明
書
（
法
務

　
　

局
で
発
行
）

　

⑤
家
屋
の
取
得
年
月
日
、
取
得
価
額

　
　

が
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し（
請
負

　
　

契
約
書
や
売
買
契
約
書
な
ど
）

　

⑥
印
鑑（
認
印
可
）

　

⑦
還
付
金
振
込
用
の
金
融
機
関
名
・

　
　

支
店
名
・
口
座
番
号（
申
告
者
本
人

　
　

名
義
の
も
の
）

【
同
時
に
土
地
の
控
除
も
受
け
る
場
合
】

（
①
〜
⑦
に
加
え
て
）

　

⑧
敷
地
の
登
記
事
項
証
明
書

　

⑨
敷
地
の
取
得
年
月
日
・
価
格
な
ど

　
　

が
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し（
分
譲

　
　
に
係
る
契
約
書
な
ど
）

【
増
改
築
の
場
合
】

（
①
〜
⑦
に
加
え
て
）

　

⑩
増
改
築
の
年
月
日
、
増
改
築
の
費

　
　

用
が
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し（
請

　
　

負
契
約
書
や
売
買
契
約
書
な
ど
）

　

⑪
建
築
確
認
通
知
書
や
検
査
済
証
の

　
　

写
し
、
ま
た
は
建
築
士
や
登
録
住

　
　

宅
性
能
評
価
機
関
、
も
し
く
は
指

　
　

定
確
認
検
査
機
関
が
発
行
し
た
増

　
　

改
築
等
工
事
証
明
書
の
写
し

■
住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
・
省
エ
ネ
改

　

修
工
事
を
し
た
人
は

特
定
増
改
築
等
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除・住
宅
特
定
改
修
特
別
控
除

◆
特
定
増
改
築
等
住
宅
借
入
金

定
増
改
築
等
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
」に
切
り
替
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

◆
住
宅
特
定
改
修
特
別
控
除

　

平
成
21
年
４
月
１
日

以
降
に
、
バ
リ
ア
フ

リ
ー
・
省
エ
ネ
改
修
工

事（
補
助
金
を
除
い
た

工
事
費
用
が
、
30
万
円
を
超
え
る
も
の

に
限
る
）
を
行
い
、
そ
の
住
宅
に
住
ん

で
い
る
場
合
に
行
え
ま
す
。
左
記
の
要

件
に
当
て
は
ま
る
と
、
そ
の
年
の
所
得

税
か
ら
「
住
宅
特
定
改
修
特
別
控
除
」

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
住
宅
ロ
ー
ン
を
利
用
し
な
く
て
も
控

　

除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

特定増改築等住宅借入金等特別控除・
住宅特定改修特別控除の要件
【対　象】
① 50 歳以上の人　　　　　  ② 障害のある人
③ 要介護または要支援の認定を受けている人
④ 前記の②③に該当する人や 65 歳以上の親族と常に同  
　 居をしている人

【対象工事】
① 廊下の拡張　　　　　② 階段のこう配の緩和
③ 浴室改良　　　　　　④ 便所改良
⑤ 手すりの設置　　　　⑥ 屋内の段差の解消
⑦ 出入口の戸の改良　　⑧ 床表面の滑り止め 

【対　象】だれでも可
【対象工事】
① すべての居室にある窓全部の改修
② ①と併せて行う床・天井・壁の断熱
③ ①と併せて行う太陽光発電装置設置
※改修後の住宅全体の省エネ性能が平成 11 年基準相当　
となる工事に限ります。

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事

省
エ
ネ
改
修
工
事
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福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地　遠賀町役場行政経営課��☎093（293）1234　 株式会社　ペ イ ジ

　
２
０
０
９
年
を
象
徴
す
る
漢
字
は

﹁
新
﹂
。
昨
年
は
、
広
報
担
当
と
い
う
新

し
い
職
場
に
変
わ
り
、
広
報
作
り
を

通
し
て
た
く
さ
ん
の
人
と
の
出
会
い
、

新
た
な
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。
私
に

と
っ
て
も
ま
さ
に
﹁
新
﹂
と
い
う
一
文

字
で
表
さ
れ
る
年
で
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
ま
だ
ま
だ
未
熟
な
広
報
マ
ン
。

﹁
広
報
お
ん
が
﹂
と
と
も
に
成
長
し
、

わ
か
り
や
す
く
親
し
み
を
持
っ
て
い

た
だ
け
る
よ
う
な
紙
面
を
目
指
し
て

ま
い
り
ま
す
。

　
２
０
１
０
年
も
﹁
広
報
お
ん
が
﹂
を

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

皆
さ
ん
に
と
っ
て
も
笑
顔
が
続
く
一

年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
。　
　
　
　︵
矢
︶




